
令和８年４月より、「子ども・子育て支援金制度」が始まることに伴い、美浦村国民健康保険税においても、
令和８年度から「子ども・子育て支援金分」を課税することとなります。
令和８年度国民健康保険税納税通知は、７月中旬ごろに発送予定です。
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国民健康保険税に子ども・子育て
支援金分が加算されます
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令和５年１２月にこども未来戦略「加速化プラン」が策定され、子ども・子育て支援の新設・拡充が始まっ
ています。
その財源として、令和８年４月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、医療保険
の保険料に「子ども・子育て支援金分」を追加することにより、全世代から支援金を拠出いただき、子育
て施策の拡充に充て、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
これは国民健康保険だけではなく、他の医療保険（被用者保険、後期高齢者医療制度など）に加入されて
いる方も同様です。
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子ども・子育て支援金制度について

※国保税は上記Ａ～Ｄの合計額です。Ｃ介護分は４０～６４歳の被保険者のみかかります。
※Ｄ子ども・子育て支援金分の１８歳未満被保険者（１８歳到達後最初の３月３１日を迎えるまでの方）が負担す
　る額は、計算上は発生しますが全額減免されるため、実質０円となります。その減免額の一部は１８歳以
　上被保険者均等割として、１８歳以上の方（１８歳未満被保険者を除く）に賦課されます。
※世帯収入が一定以下の場合は、所得に応じて均等割額が２割・５割・７割軽減されます。
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・児童手当の拡充　・妊婦のための支援給付　・育児時短就業給付　・出生後休業支援給付　
・育児期間中の国民年金保険料免除　・こども誰でも通園制度　など

子ども・子育て支援金によって拡充される支援

※詳細については、こども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」の
　ページをご覧ください。

国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます

■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３

介護保険で生活環境を
整えましょう！

要介護
４・５

要支援１・２〇＝利用できる
×＝原則として利用できない
△＝尿のみ吸引するものは利用できる

要介護
２・３要介護１
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医療費の助成制度（マル福）を活用しましょう

◎

マイナ保険証等とは？

皆さんが医療機関の窓口で負担しているのは医療費の２～３割。残りの７～８割は、皆さんが負担した国
保税から支払われています。「上手な病院のかかり方」を心得ておくと、無駄な医療費が支払われることが
なくなり、皆さんの保険税が有効に活用されます。必要な人が安心して医療を受けられるように、一人ひ
とりの心がけが大切です。

税率の上昇を抑えるために　～適正受診で医療費を節約しましょう～

◎

なかなか病院にかからず重症化させるのも良くありません。早めの受診を！

◎
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病気が重症化すると、入院、手術、透析等、高額な治療が必要となり、ご自身の負担も大きくなります。
⇒心身に不調を感じた場合や健康診査などで指摘された場合は、早めに病院を受診しましょう。
　また、健康診査、特定保健指導等を活用し、早期発見・重症化予防を心がけましょう。
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・休日・夜間等に診療を受けていませんか？
　⇒休日・夜間・時間外は割増料金がかかります。緊急時以外は診療時間内に受診しましょう。

・同じ症状で複数の病院を受診していませんか？
　⇒初診料の支払いを繰り返すことで医療費がかさむことに。かかりつけ医をもちましょう。

・ジェネリック医薬品を利用していますか？
　⇒新薬と同じ有効成分で製造され、品質・効き目・安全性が同等な医療用医薬品です。新薬に比べ低価
　格なため、薬代の節約につながります。

◎

上手な病院のかかり方

・ＯＴＣ医薬品（市販薬）を活用していますか？
　⇒薬局やドラッグストアで購入できる、処方箋が不要な医薬品です。医療機関にかかるほどではない軽
　い症状のときは、ＯＴＣ医薬品を活用しましょう。

・飲み残した薬を捨てていませんか？
　⇒飲み残しなどで余った薬があるときは医師か薬剤師に相談しましょう。処方を調整したり、１回分ず
　つ小分けにしたりなど、薬の管理ができるように指導が受けられます。

・お薬手帳を複数持っていませんか？
　⇒お薬手帳は「薬局ごと」ではなく「一冊にまとめて」管理しましょう。異なる病院で処方された薬の
　飲み合わせも確認してもらえます。

「救急車を呼んだほうがいいのか」、「今すぐ病院に行ったほうがいいのか」など判断に迷ったときは、茨城
県救急電話相談へ相談しましょう。医師・看護師・救急救命士から電話でアドバイスを受けることができ
ます。救急車を呼んだほうがいいのか、病院に行ったほうがいいのかの判断だけではなく、応急手当の方
法、適切な受診医療機関への案内、緊急性が高いと判断された場合は１１９番通報への転送なども行ってい
ます。
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迷ったときは救急電話相談を利用しましょう

＃８０００

おとな救急電話相談
（１５歳以上）

プッシュ回線の固定電話、携帯電話等

子ども救急電話相談
（１５歳未満）

ダイヤル回線の固定電話、ひかり電話、一部のＩＰ電話等

＃７１１９

☎０５０－５４４５－２８５６

国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます
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